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○和泉市名誉市民条例施行規則 

昭和６０年５月１日 

規則第１６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、和泉市名誉市民条例（昭和６０年和泉市条例第３号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（審議会） 

第２条 条例第２条に規定する和泉市名誉市民審議会（以下「審議会」という。）は、市

長が任命する委員５人以内で組織する。 

２ 審議会に委員の互選による会長を置き、会長が審議会の会議を招集し、その議長とな

る。 

３ 審議会は、和泉市名誉市民（以下「名誉市民」という。）の候補者の適否及び名誉市

民の称号の取消に関し市長の諮問に応ずる。 

４ 委員の任期は、市長の諮問に係る審議が終了したときをもって終わる。 

（平２７規則５３・一部改正） 

（名誉市民章等） 

第３条 条例第３条に規定する和泉市名誉市民章の形状は、様式第１号のとおりとする。 

２ 条例第１条第２項の規定により死去した者に名誉市民の称号を追贈する場合において

は、条例第３条に規定する名誉市民章及び記念品は、その者の遺族に贈る。 

３ 和泉市名誉市民章は、次条第１号の規定による式典への出席の場合には、これをはい

用するものとする。 

（待遇） 

第４条 条例第４条に規定する待遇は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 市の重要な式典への招待 

(２) 名誉市民の死亡の際、相当の礼をもってする弔慰の表明 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（平２７規則５３・一部改正） 

（事績の登録） 

第５条 名誉市民の事績は、名誉市民台帳（様式第２号）に登録して、永久に保存する。 
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附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第５３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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(様式第１号) 

（平２７規則５３・一部改正） 

(様式第２号) 

（平２７規則５３・一部改正） 

 


